
第

五

百

五

号

令

和

六

年

六

月

二

十

八

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

地
域
福
祉
課)

二
七
五
ペ
ー
ジ

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

二
七
七

○
車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指

定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

同

)

二
七
八

○
車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定

に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(
同

)

二
七
八

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

二
七
九

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定

(

同

)

二
七
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)
二
八
〇

雑

報

○｢

中
央
新
幹
線(

東
京
都
・
名
古
屋
市
間)

環
境
影
響
評
価
書(

岐

阜
県)

平
成
二
十
六
年
八
月｣

に
基
づ
く
事
後
調
査
報
告
書(

令
和

五
年
度)

の
公
告

(

環
境
管
理
課)

二
八
〇

規

則

岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号

岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
六
条
の
六(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

進
学
準
備
給
付
金
支
給
申
請
書｣

を｢

進
学
・
就
職
準

備
給
付
金
支
給
申
請
書｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
七
の
見
出
し
を｢(

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給(

不
支
給)

決
定
調
書)｣

に
改
め
、

同
条
中｢

進
学
準
備
給
付
金
の｣

を｢

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の｣

に
、｢

進
学
準
備
給
付
金
支
給

(

不
支
給)

決
定
調
書｣

を｢

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給(

不
支
給)

決
定
調
書｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
八
の
見
出
し
を｢(

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給(

不
支
給)

決
定
通
知
書)｣

に
改

め
、
同
条
中｢

進
学
準
備
給
付
金
の｣

を｢

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の｣

に
、｢

進
学
準
備
給
付
金

支
給(

不
支
給)

決
定
通
知
書｣

を｢

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給(

不
支
給)

決
定
通
知
書｣

に

改
め
る
。

別
記
第
三
十
四
号
の
十
一
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
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別
記
第
三
十
四
号
の
十
二
様
式
中｢

進
学
準
備
給
付
金
支
給
(不
支
給
)
決
定
調
書

｣

を

｢進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
(不
支
給
)
決
定
調
書
｣

に
、｢

進
学
準
備
給
付
金
支
給
(不

支
給
)
決
定
伺

｣

を｢進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
(不
支
給
)
決
定
伺
｣

に
、｢

進

学
準
備
給
付
金
支
給
決
定
欄

｣

を｢進
学
・
就
職
準

備
給
付
金
支
給
決
定
欄
｣

に
、｢進

学
先
｣

を｢進
学
・
就
職
先
｣

に
、｢進

学

後
｣

を｢進
学
・
就
職
後
｣

に
、｢

進
学
準
備
給
付
金
を
支
給
す
る
場
合
､
支
給
日
及
び
支
給
方

法
｣

を｢進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
を
支
給
す
る
場
合
､
支
給
日
及
び
支
給
方
法
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
四
号
の
十
三
様
式
中｢

進
学
準
備
給
付
金
支
給
(不
支
給
)
決
定
通
知
書

｣

を｢進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
(不
支
給
)
決
定
通
知
書
｣

に
、｢あ

っ
た
｣

を｢あ
つ
た
｣

に
、

｢進
学
準
備
給
付
金
に
｣

を｢進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
に
｣

に
、｢進

学
準
備
給
付
金
を
｣

を｢進

学
・
就
職
準
備
給
付
金
を
｣

に
、｢進

学
準
備
給
付
金
は
｣

を｢進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
は
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
三
十
八
号
様
式
中｢半

期
分
)
に
｣

を｢半
期
分
)
を
｣

に
、｢進
学
準
備
給
付
金

費
｣

を｢進
学
・
就
職
準
備

給
付

金
費
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
三
号
様
式
中｢進

学
準
備

給
付
金
費
｣

を ｢進
学
・
就
職

準
備

給
付
金
費
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定

に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の

調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

四
百
七
十

二
号

路
線
名

三
百
六
十

三
号

路
線
名

郡
上
市
明
宝
奥
住
字
大
坂
本

三
二
八
七
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

三
二
八
四
番
三
地
先
ま
で

区

間

恵
那
市
明
智
町
大
田
字
大
井

一
一
六
四
番
一
地
先
地
内

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考



�
�

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定
に
関
す
る
告
示(
平
成
二
十

六
年
岐
阜
県
告
示
第
百
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。令

和
六
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

指
定
す
る
道
路
の
表
中

｢

を

｢

に

｣

改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
六

年
岐
阜
県
告
示
第
百
二
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一
の
表
中

｢

を

｣
｢

に
、
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県
道 一

般
国
道

道
路
の
種
類

各
務
原

美
濃
加
茂
線

百
五
十
六

号 路
線
名各

務
原
市
鵜
沼
東
町
四
丁
目
二
二
番
地
先
か
ら

美
濃
加
茂
市
御
門
町
二
丁
目
字
赤
池
上
三
一
四
番
一
地
先
ま
で

郡
上
市
高
鷲
町
大
鷲
字
松
木

河
原
一
五
四
八
番
一
地
先
か

ら同

市
同

町
西
洞
字
松
之

木
二
三
八
六
番
六
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
三
〇
・

四
・

一

���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

大
垣
市
墨
俣
町
墨
俣
字
下
町
官
有
無
番
地
先(

八
八
四
番
四)

か
ら

同

市
旭
町
一
丁
目
九
番
一
地
先
ま
で

岐
阜
市
六
条
大
溝
一
丁
目
一
六
番
一
〇
地
先
か
ら

同

市
茶
屋
新
田
三
丁
目
一
五
番
一
地
先
ま
で

大
垣
市
墨
俣
町
墨
俣
字
下
町
官
有
無
番
地
先(

八
八
四
番
四)

か
ら

同

市
旭
町
一
丁
目
九
番
一
地
先
ま
で

岐
阜
市
六
条
大
溝
一
丁
目
一
六
番
一
〇
地
先
か
ら

同

市
柳
津
町
上
佐
波
西
五
丁
目
一
番
地
先
ま
で

県
道

県
道

各
務
原

美
濃
加
茂
線

岐

阜

岐

南
線

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
四
丁
目
二
二
番
地
先
か
ら

美
濃
加
茂
市
御
門
町
二
丁
目
字
赤
池
上
三
一
四
番
一
地
先
ま
で

羽
島
郡
岐
南
町
平
成
五
丁
目
八
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

四
丁
目
二
二
番
地
先
ま
で

平
成
二
六
・

四
・

一

令
和

六
・

七
・

一

同 平
成
二
六
・

四
・

一

平
成
三
〇
・

四
・

一

令
和

六
・

七
・

一



�
｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｢

に

｣

改
め
る
。

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

地
区
に
係
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
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県
道

岐
阜
市
柳
津
町
東
塚
三
丁
目
八
〇
番
地
先
か
ら

同

市
茜
部
新
所
一
丁
目
二
三
番
地
先
ま
で

岐
阜
市
茜
部
菱
野
一
丁
目
五
六
番
地
先
か
ら

同

市
茜
部
新
所
一
丁
目
二
三
番
地
先
ま
で

岐
阜
市
柳
津
町
流
通
セ
ン
タ
ー
二
丁
目
三
番
二
地
先
か
ら

同

市
大
脇
二
丁
目
四
番
地
先
ま
で

岐
阜
市
柳
津
町
流
通
セ
ン
タ
ー
二
丁
目
三
番
二
地
先
か
ら

同

市
茶
屋
新
田
三
丁
目
一
一
番
一
地
先
ま
で

県
道

県
道

富

加

美

濃
線

岐

阜

巣

南
線

大

野

岐

阜

巣

南
線

大

野

加
茂
郡
富
加
町
大
平
賀
字
後
平
一
五
九
五
番
一
地
先
か
ら

美
濃
市
松
森
字
上
巾
上
五
五
八
番
六
地
先
ま
で

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
字
高
田
一
五
七
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
小
衣
斐
字
大
前
町
三
六
六
番
地
先
ま
で

岐
阜
市
鏡
島
精
華
一
丁
目
二
七
七
一
番
四
地
先
か
ら

瑞
穂
市
馬
場
春
雨
町
一
丁
目
三
二
番
地
先
ま
で

岐
阜
市
鏡
島
精
華
一
丁
目
二
七
七
一
番
四
地
先
か
ら

瑞
穂
市
馬
場
春
雨
町
一
丁
目
三
二
番
地
先
ま
で

令
和

六
・

七
・

一

令
和

元
・

七
・
三
一

令
和

六
・

七
・

一

平
成
三
一
・

四
・

一

同 令
和

六
・

七
・

一

平
成
二
六
・

四
・

一

平
成
二
六
・

四
・

一

県
道

県
道柿

之
木
戸
用
水
三
期
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

富

加

美

濃
線

関
記
念
公
園

線

加
茂
郡
富
加
町
大
平
賀
字
後
平
一
五
九
五
番
一
地
先
か
ら

美
濃
市
松
森
字
上
巾
上
五
五
八
番
六
地
先
ま
で

関
市
小
屋
名
字
梅
ノ
木
瀬
一
七
八
五
番
五
地
先
か
ら

同
市
同

字
五
反
田
一
四
九
九
番
一
地
先
ま
で

大

垣

市

役

所

縦

覧

場

所

令
和

六
・

六
・
二
八
か
ら

同

・

七
・
二
九
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
二
六
・

四
・

一

令
和

六
・

七
・

一



に
供
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

木
曽
川
右

岸
用
水
土

地
改
良
区

連
合

令
和�･�･�
理
事

板

津�
次

加
茂
郡
富
加
町
羽
生

一
四
六
三
番
地
二

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

富
加
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

令
和�･�･�
理
事

板

津�
次

加
茂
郡
富
加
町
羽
生

一
四
六
三
番
地
二

雑

報

○｢

中
央
新
幹
線(

東
京
都
・
名
古
屋
市
間)

環
境
影
響
評
価
書(

岐
阜
県)

平
成
二
十
六
年
八

月｣

に
基
づ
く
事
後
調
査
報
告
書(

令
和
五
年
度)

の
公
告

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
事
後
調
査
報
告
書
を
作
成
し
た
の
で
、
同
条
例
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

丹

羽

俊

介

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

事

業

者

の

名

称

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

２

代

表

者

の

氏

名

代
表
取
締
役
社
長

丹
羽

俊
介

３

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
一
丁
目
一
番
四
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

１

名
称

中
央
新
幹
線

品
川
・
名
古
屋
間

２

種
類

新
幹
線
鉄
道
の
建
設(

環
境
影
響
評
価
法
第
一
種
事
業)

三

事
後
調
査
報
告
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
場
所

岐
阜
県
環
境
生
活
部
環
境
管
理
課
、
多
治
見
市
役
所
環
境
文
化
部
環
境
課
、
中
津
川
市
役
所
リ
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高

鷲

北

部

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

郡

上

市

役

所

縦

覧

場

所

令
和

六
・

六
・
二
八
か
ら

同

・

七
・
二
九
ま
で

縦

覧

期

間



ニ
ア
都
市
政
策
部
リ
ニ
ア
対
策
課
、
瑞
浪
市
役
所
み
ず
な
み
未
来
部
企
画
政
策
課
、
恵
那
市
役
所

建
設
部
リ
ニ
ア
都
市
計
画
局
都
市
整
備
課
、
土
岐
市
役
所
総
務
部
行
政
経
営
課
、
可
児
市
役
所
建

設
部
都
市
計
画
課
、
御
嵩
町
役
場
企
画
部
企
画
課
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
環
境
保
全
事
務
所

(

岐
阜)
及
び
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
岐
阜
西
工
事
事
務
所

２

縦
覧
期
間

令
和
六
年
六
月
二
十
九
日

(

土)

か
ら
令
和
六
年
七
月
二
十
九
日

(

月)

ま
で

(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。)

３

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で(

縦
覧
場
所
に
よ
っ
て
は
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。)

四

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
表

事
後
調
査
報
告
書
は
、
当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(https://jr-central.co.jp/)

に
お
い
て
も
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

五

問
合
せ

１

問
合
せ
先

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
環
境
保
全
事
務
所(

岐
阜)

中
津
川
市
桃
山
町
二
番
八
二

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
五
七
三
―
六
四
―
二
〇
三
九

２

受
付
日
時

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。)
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令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


